令和７年度第２回北名古屋市下水道事業審議会　会議録
 
１　市長あいさつ
　
２　諮問
　　適正な下水道使用料のあり方について
　
３　議題
　⑴　前回審議内容の確認
【資料１　近隣市町との経営状況比較表、本市における令和６年度汚水整備状況】説明
＜Ａ委員＞
　北名古屋市の基本使用料と平均使用料、計算方法を提示いただいたが、他市町村と比べると結構安く、清須市は北名古屋市の２倍になっていて、平均使用料も高くなっている。これに関しての説明を。
＜事務局＞
資料２の１２ページ、北名古屋市の使用料の料金体系を見ていただくと、従量使用料は１㎥～２０㎥が４０円となっているが、清須市は、この区分までを基本料金に含めて設定しているため、基本使用料が若干高くなっている。従量使用料は２０㎥から始まっているため、その辺りで差が出ている。
＜Ａ委員＞
清須市は２０㎥までを基本料金に含めている。そうすると、うちで言うと（従量使用料の２０㎥までの料金）８００円が上乗せされて２，０００円くらいのイメージということか。
＜事務局＞
　そうです。
＜Ａ委員＞
　そうすると、２０㎥以下で使用した人も、（基本使用料が）２，０００円なら２，０００円入ってくると、北名古屋市は潤うかなと。感覚的に、１８㎥しか使用しなかった人は同じ基本料金の中で使用して、３０㎥以上とか結構使う人は、そこから料金が上がるというイメージがあると少しは市に還元できるのかなというイメージはある。
＜事務局＞
はい。基本料金でしっかりいただければ、経営は安定してくる。なかなかいい設定かと思います。
＜会長＞
ただ、今のトレンドというか流れからすると、基本水量っていうのは無くしていく方向にあり、理由としては使った人と使わない人の公平性ってどうなのかということがあったり、ただ、基本料金でしっかり取っていくというのも、もう一つのトレンドとしてあるので、そうすると、その分は使用量に関係なく入ってくるということで、そこは、経営の安定化につながる。ただ基本水量と混ぜるのは、今は分離しているところが結構多い。ここはポイントの一つ。
＜Ｂ委員＞
　下水道料金の貸借対照表というか、この辺の比較というのが見たい。北名古屋市は市からお金をつぎ込まないとできないのか、それがどのくらいか。他の市町もどのくらい単独でやってるのか、あるいは市からお金を投入して下水道事業をやっているのか、そういう健全な、どのくらいの収支になっているのか、この辺をきちんと見ないと、料金を上げていいのか、儲かっていれば上げなくていいし。老朽化ということで設備投資に莫大なお金がかかってくることもありますので、その辺の投資計画も含め、本当に料金値上げしなければいけないのか、今後はいいのか。平均使用料が５，０００円と、ここら辺見ると安いという風に見るが、やはり財布の中身がどうなっているのか、ここら辺をきちんとご説明いただいて理解をして、今の長期的な老朽化に伴う設備投資等も、何年先にはこれだけの投資をしてという形のものを提示して頂ければ、料金値上げに対する理解が深まって判断ができるので、資料がありましたらご説明いただきたい。
　２点目は、北名古屋市は、市街化調整区域が非常に多くある。この中でも一部はやらないとして色分けされているが、基本的には市街化調整区域というのは都市計画税をもらっていないので、先に市街化区域をやって、一番後に市街化調整区域をやって完了という資料が出ているが、私は、市街化調整区域を整備する必要がないと判断しております。一番いけないのは、住宅が建っておりながら市街化調整区域となっている。もし、黄色い部分について整備するなら、一般並みの固定資産税や都市計画税をきちんともらうような市条例を作って整備していくなら理解はできる。

＜会長＞
今２点質問がありましたけれども、市街化調整区域については、先ほど事務局からありましたが、来年皆さんと一緒に検討したいとのことなので、今のＢ委員の発言等もご記録いただいて、またその時にその後意見を含めて出してほしい。
また、１点目のところで、たぶんそれぞれの市の投資計画等についてはわからないと思うが、この経費回収率や単価、原価などから現状についてどんな感じに見えるのかについて、少し説明をいただきたい。
＜事務局＞
　経費回収率がここ（資料１）に並んでいて、春日井市が１００％となっているが、こちらの経費回収率には、どこの市町村も同じだと思うが、公費負担分が入ってしまっている。それがどのくらいというのは今日は用意していないため、次回までにそちらの資料も作らせていただきます。
＜会長＞
　資料は、Ｂ委員、次回までお待ちただくことになりますが、よいでしょうか。基本的には、お話しいただいたとおり、単純には見れないというところがあるが、経費回収率というのは、使用料単価と汚水処理原価で、汚水処理原価のうちどのくらい料金収入で賄えたかというところなので、単純には言えないけれども、その差のところは公費が投入されている。経費回収率が低い方が、額では言えないけれども、公費負担率は高い傾向はみられる。　　　　　
春日井市は、ここを１００％にするというところで確か料金改定をしてきた。２段階を通して１００％を目標にやった。詳しいことについては、次回お願いします。

⑵　健全な経営に向けた施策の実施
【資料２　健全な経営に向けた施策の実施及び使用料改定の方針　§１、§２】の 説明
＜Ｃ委員＞
　５ページの「ストックマネジメント計画」と「ウォーターPPP」について説明をお願いしたい。
＜事務局＞
　ストックマネジメント計画は、施設の維持管理の仕方ですが、今までは事後保全的な維持管理を行っており、事が起きてから修繕をするということをやってきたが、今後は予防保全という形で定期的に見直しをかけていくことによって、一時的な歳出を抑えて均等にならして整備していこうというもの。こちらの計画を令和８年度まで持っているが、こちらを５年周期で見直し、無駄な出費を抑えるもの。ウォーターPPPは、民間の資金・技術・運営のノウハウを活用して下水道事業の運営を効率的にサービスの向上を図る仕組みだが、北名古屋市規模の自治体では難しいと思うため、近隣市町と連携しながら進めていくことも視野に入れて様子を見ている状況。
＜Ｃ委員＞
　北名古屋市だと難しいというのは、土地の広さとか、そういうものが関係しているのか。
＜事務局＞
　ウォーターPPPでは、処理場などの運営を任せることが多い。北名古屋市は流域下水道と言って、処理場は県の施設を使っているため、流域の自治体レベルでやるのが効率的なのかと考えている。
＜Ｃ委員＞
　それだと、あんまり北名古屋市では効いてこないということか。
＜事務局＞
　今はまだ様子を見ている状況です。
＜Ｄ委員＞
　今は、処理場を県の施設を使っているとのこと、他の市町もそうなのですか。
＜事務局＞
　資料１のほうで、流域関連というのが並んでいるが、こういった市町が共同施設で処理している。
＜Ｄ委員＞
　春日井の100％というのは、単独の施設で・・・。
＜事務局＞
　そうですね、春日井は単独で処理場を持っている。
＜Ｅ委員＞
　先ほどの、ストックマネジメント計画については、悪くなる前に定期的に点検して、修繕していけば、長持ちするというイメージで理解すれば良いか。
＜事務局＞
　はい。その通りです。
＜Ｃ委員＞
　では、逆に今は、定期点検とかはやっていないということか？
＜事務局＞
いえ、もちろん定期点検はやっているが、壊れるまで使用するのではなく、耐用年数が来始めているところを、事前に交換などして長寿命化を図る計画。
＜副会長＞
　北名古屋市の場合は処理場が無いので、基本的に管路・ポンプ場が中心となると思うが、実際に、管路だと下水道管路は、耐用年数が５０年といったところが標準的といわれている。ただ、埋設環境や管路の中を流れる下水の水質にもよるので、例えば、コンクリートの管で硫化水素が出てくるとコンクリートの劣化が早くなる。耐用年数が５０年というところで、整備した５０年後にそれを更新していくとなると、結局、整備が多い年と少ない年が出てくるので、それをできるだけ平準化しましょうということで、例えば５０年以上経っても、点検しながらもう少し、１０年くらいは使えるのではないか、というものに関しては６０年くらい使うようにする、点検しつつこれは早めに交換した方がいいものであれば５０年よりも先に更新するということで、最初の整備したこの山を、更新の時には基本的にできるだけ平らにしていくという考え方がストックマネジメントという考え方で、国交省からガイドラインも示されているので、それに基づいて北名古屋市もしっかりやりますという理解をすれば。そして、逆に言うと、このストックマネジメント計画がしっかりあることで、今後料金を考えるうえで、毎年どのくらいの事業費が要るのかという、そのベースとなるのがこのストックマネジメント計画なので、今後１０年、２０年でどのくらい毎年要るのか、どのくらいの総額になるのかという基になるのがこのストックマネジメント計画になっていると理解してもらえればよい。
＜会長＞
　３ページのところのグラフ、過年度実績がこのように山になっていると、言われたように５０年後に同じ山になるので、そこの時点で集中してしまうのを均していく、また予防するというところもあれば、小さいところは、やってしまうとか、そういう計画を立てるところで使っていく。
＜Ｅ委員＞
　資料１で、経費回収率の春日井１００％というのは、汚水処理原価と使用料単価が一緒だから１００％ということ。今回、下水道使用料改定について諮問したので、北名古屋市だと１１５円を１５０円の処理費に近づけたいという意味で、今回提示した資料で良いか。他の裕福なところは、回収率が低くても自前でやれるんだけど、北名古屋市は、ちょっと市からの繰入金が難しいので。少しでも１００％に近づけたいということで、今回審議会を設立したということで良いか、確認したい。
＜事務局＞
　汚水処理原価も動いていくので。まずは１５０円にと。
＜Ｂ委員＞
　なかなか理解が難しいが、単純に下水道だけでとらえると、本管は県が実施していて、将来的には県が維持管理をするということで良いか。北名古屋市はその本管に接続するまでの管を敷設して、将来的にその管路の維持管理をするということで、その本管については春日井市は単独ということで処理場が設けてあって、北名古屋市は愛知県が持っている本管については、愛知県がお金を見てくれるということで良いか。
　自宅の東に本管を掘ったが、かなり大きい地下何メータも下に掘削機で入れて、その後埋めてしまって上にあげないとも聞いたが、ああいう大きな本管は５０年くらい使えるのか。
＜副会長＞
　５０年は一応、今言われている標準的な耐用年数なので、５０年以上持つものもあれば、５０年未満というのもあるので、そこのための調査とか、カメラとか使っての技術をウォーターPPPじゃないですけど、官民連携で進めていくってことを今考えているんであろうと。
＜Ｂ委員＞
　本管については、市は関係ないということで良いか。
＜副会長＞
　いえ、１５０円の中に入っている。実際に負担しているので、各市町の下水道施設で集めたものを、愛知県の処理場に持ってくための管は愛知県の所有物なんですが、でも、北名古屋市内の本管は北名古屋市の物もあって、実際に、北名古屋市は愛知県に処理負担金というもの払っているので、それは１５０円の中に入っているので、全く関係ないということはない。
＜Ｂ委員＞
　負担があるということですね。
＜副会長＞
　あります。それは、流域関連というところは全て、愛知県に払っています。その単価は一緒です。量が多いところは金額のボリュームとしては多く支払っていると理解していただければというところで、１５０円の中も、例えば他の市町で全く同じかというと、ボリュームが違うので、そこでちょっと差が出てくるとは思うが、愛知県の更新費用は、実際にあの１５０円の中からやってる。
＜Ｅ委員＞
　ただ、修繕とか、県が入れたものについては、県が維持管理するんですね。県が作った管に北名古屋市は接続する。ただ大きい小さいがあるだけで、ある程度のは市がやっていて、あとは枝。それは最終的に、先に敷設したところに繋げて処理場に持っていっているので、大きな所は県がやるんだろうけど、そこに流させてといった場合に県に支払っているという説明かと。
＜会長＞
　県の施設を使用している。そのために、お金を払っているというような感じです。
＜Ｂ委員＞
　愛知県が作ったものは、みんな愛知県が捻出して、各市町に負担しないようになっていると思ったけれども、やはり取るんだね。
＜Ｅ委員＞
　水道料金と同じ。北名古屋市が地下から井戸を掘ると、PFOSなど出てくるからシャットダウンして、県水を使うのと同じで、下水を流させていただくので、これだけ支払いますと同じ。
＜Ｂ委員＞
　一般的な企業は、収入というのは市民からいただいた水道料金、支出はいろいろあるんだけれと、そういう目安というのは出てこないのか。
＜副会長＞
　少し乱暴かもしれないが、今出されている表でいくと、処理原価が１５０円ということなので、実際に下水を流すと、それに対して１５０円の費用が掛かる。それに対して今どれだけ市民の方、要は下水道を使ってる方が払ってるかというと、１１５円しか払ってない。それでいくと、例えば一宮市は、１５０円費用が掛かるんだけど、市民は９９円しか払ってないという、そういう理解をしていただくと。じゃあ、その払ってない分の差額は赤字になるんじゃないか、それを一般会計から補填しているか、あるいは企業債等々で借金をたくさんしているとか、将来にツケを回しているとか、そういう風に理解してもらえるとある程度は、少々乱暴ではあるけれども。
＜Ｂ委員＞
　やはり貸借対照表で、収入はいくら、支出はこうやって出てきて、いくら儲かった、赤字はいくら、赤字分は企業債とかで補填して、なんとかやっているとけれども、それが増えてくると、市の繰入金が増えて大変だからとか、そういうイメージが出てこればなんとか分かるけれども。
＜Ｅ委員＞
　後ほど、１９ページで説明があるのではないかと。

　⑶　使用料改定の方針
【資料２　健全な経営に向けた施策の実施及び使用料改定の方針 §３】の 説明
＜会長＞
　CASE A,Bについては、次回審議していただくので、今回は、そこに至るまでの全体像をご確認いただくということで、まず審議をいただきたい。
＜Ｅ委員＞
　１６ページの改正のポイントで、２番の一般会計繰入金の基準外繰入金まで賄えるようにしたいというところ。一般会計繰入金は市民から見ると区別がつかないため、繰入れすればいいのだが、この図面（資料１）で、整備されている所と整備されていない所も同じように税金を支払った分が投入される。それを少しでも減らしたいがために応分な負担をしてほしいということで（使用料改定を）やろうとしているいうことで良いか。
　基準外繰入は、どういうものが当たるのか説明してほしい。
＜事務局＞
　基準外、基準内繰入金というのは、国の方で毎年定められるが、下水道事業の中でも、雨水に関する費用は公費で、汚水は、一部認められているものもあるが、基本的には使用料だとか受益者負担金の方で賄っていくもの。北名古屋市は、使用料で全てを賄えていないため、基準外繰入金としていただいている。１９ページの表を見ていただくと、基準外繰入金まで使用料収入で賄おうとすると、（使用料単価は）１５０円になる。１６ページにあるように、維持管理費と償還利息を使用料収入で賄うとしており最終的な使用料単価の目標は２２０円ということ。今回は、まず基準外繰入を無くしたいということで１５０円までの設定を考えている。
＜会長＞
　基準内は国のルールに基づいて公費負担で支出して良いと言われているもの、下水道に関してだと、公衆衛生の向上や水質の保全というところがあるので、使用者のみが利益を被るわけではなく、広域的にやはり便益というものがある。このため、下水道の持つ広域的なということで、使用料のみではなく政策的な経費として基準内ということも認めようと言われている。必ずしもそこの、例えば基準内繰入と認められているところだが、必ず公費を入れなくてはならないとか使用料で賄ってはいけないとか、そういうことはない。公費を投入するにあたって、その理由というものは、やはり下水道のもつ広域的な側面が言われているということです。
　基準外については、やはり基準内には広域的な説明があるので、公費で負担してもよいということだが、基準外に関しては赤字の補填になっているので、少なくとも基準外に関しては、やはり使用区域になっていない方の税も投入されてしまっているという理解が一つできるので、そこは公平ではないだろう。もちろん下水道を使っていない人にも広域的な便益を及ぼすという部分では基準内として認められているので、それ以外はやはり負担の公平性を欠くだろうということで、こういった扱いをされている。なので、基準外というのは、やはり料金でもらうというのが適切とされている。
＜副会長＞
　確認ですが、１３ページの理解は、２か月で２０㎥しか使用していない少量使用者は量的には４８％だけど、料金は２３％としか負担していない。本来であれば、２０㎥の方も料金的には利用者負担と考えると４８％の料金を負担しないといけないが、現状は２３％しか負担していないという理解でいいのか。逆に、２０～６０㎥のところは、４０％なんだけれども、料金的には４８％で少し多く、特に大口に関しては５％なんだけど料金的には１６％のお金を負担してもらってるという現状だという理解で良いのかというのがまず一つ確認。
　１９ページ、一般会計繰入金で算定期間からのシミュレーションで実績ではないと思うが、ここで一般会計繰入のうち、７．５億円が基準外繰入、２５．８億円が基準内繰入という理解で良いのか、またここに、最初の３ページの新規の整備費もこの中には入っているのかを確認したい。
　２１ページ。算定期間のＲ９～Ｒ１３の割合は将来なので、過去の実績もこのような割合なのかどうかを教えてほしい。
＜事務局＞
　一つ目の円グラフについては、そのように考えていただいて料金改定の参考にしていただければと考えている。次の１９ページの基準外、基準内についてはおっしゃる通り。次の整備費が１９ページの試算に入っているかというところは、整備費も入っている。
＜副会長＞
　１９ページの中には、維持管理費とか整備費込みでということで良いか。
＜事務局＞
　そのとおりです。また、最後の２１ページですが、おっしゃる通りシミュレーションですが、過去の実績についても、ほぼ同じ割合となっている。
＜Ｂ委員＞
　１９ページ、収入と支出がはっきりしないとなかなか話せないが、一般の繰入金は市からの収入、３３．３億円を市の税金から下水道の方へ補填している訳だけれども、市の財政が良好であるなら、一般会計繰入金を４０とか５０憶にすれば、料金は上げなくてもよいということになると思うが、このあたりが、市の財政とリンクしてくる訳だけれども、
なかなか理解ができないが、税金で当然受益者負担ということで、下水道料金のほうへ転換してやれば別に税金払っている人だから、別に上げなくても良いと判断ができるけれど。
また、料金改定は、今が令和７年度で、令和９年度から料金値上げをしたいと、そのあたりの根拠がはっきりしない。今非常に困っていれば、来年度、８年度から料金値上げすれば良い。水道料金がそうだった。令和９年度からというところがよく分からない。
＜事務局＞
一般会計繰入金を投入するのは悪いことではないのでは、ということだが、そう言った考え方もあるかとは思うが、実際に整備が半分しか進んでいない状況の中で、下水道の整備がされていない地区の方の税金をこの事業に投入するという考え方は、独立採算制の原則といって、下水道を使用している人たちで下水道の事業をやるというが大前提です。
＜Ｂ委員＞
　今は（整備率）５０％くらいだね。５０％以外の方は、なぜ自分の税金を投入するのかという話。シミュレーションで税金をどこまで投入できるか。できないから、これだけ不足するから、これだけ料金を値上げするという形のものが出てこないと、公平、不公平になってしまうので、５割の方がなぜ自分たちが負担するのかと、それは十分理解できる。
市の税金をどこまで投入出来て、それでもここまでしかできない。だから料金を値上げをしなきゃならない。来年度はしなくても、再来年度から料金値上げする。その辺の出発点が理解できない。２年後までは何とかやれるからやらなくても良いとかそういう話で。
＜事務局＞
　一般会計からの繰入金を投入してもらえばという話ですが、北名古屋市自体の財政もあまりいい状態ではなくて、一般会計からも一定程度の繰入金の限界をいただいている。資料は今は手元にないが、事業会計に代わってから毎年度一般会計からの繰入金が増えていっている状況であり、一般会計からの繰入金が足りない分をどんどん繰り入れることができるかっていうとそういう訳ではないので、やはり事業会計の方で検討していく必要がある。
　令和８年度から改定していけば良いという話もあったが、やはり使用料の条例改正をしたり、周知期間を一定程度設ける必要があるため、スケジュールで言うと、検討している令和９年が最短ではないかということで、事務局として令和９年４月に改定時期を設定している。
＜事務局＞
　一般会計からの繰入金ということで、市の税金を使うということで、下水道事業だけに使わせてもらえればたくさん使っても良いという考え方もできるが、教育とか道路の整備、そう言ったものに充てていきたい部分も、今は下水道事業の方に充ててもらっているという状況になっているため、使用料の方を、今後考えていこうというのが今の繰入金の考え方。
＜副会長＞
　今のＢ委員の質問に対しては、今のところで言うと、平均改定率の矢印の部分の面積については、「赤字なんだ」という理解をしてもらうための資料にした方がいいと思う。
基準外というのがあるが、それは一般会計から入れてもらえないと基本的にそれは赤字ですよと。それは逆に基準外なので、本来は負担すべきではない人の税金を入れてることになってますよというように、この資料は、もう少し工夫すれば、先ほどのＢ委員の疑問に対しても市民の方にも説明できるようになるのではないか。
　あと、なぜ令和９年度なのかというのも、前回の状況のところで内部留保の減り方とか、一般会計から来ないとなると、どんどん減っていくという資料があった思うが。やはり料金改定をしなければ、下水道事業が令和１０年度とか１２年度に成り立たなくなるという資料と合わせて説明してあげた方がいいのではないかと思う。

＜Ｅ委員＞
　（１９ページ）ここの５７億の中に、整備費も入っているという話か。
＜事務局＞
　整備したものの維持管理費は入ってる。整備費は入っていない。
＜Ｅ委員＞
　整備費は別にあるのか。整備費も入っていると先ほど説明があったが。
＜事務局＞
　整備した管の維持管理費が入ってる。
＜Ｅ委員＞
　整備費については、別に市の方から補填してるのか。
＜事務局＞
　市と国庫と起債で。
＜Ｅ委員＞
　聞くところによると、国も維持管理費の方にシフトして、新設にはだんだん補助金がつかなくなってきているので、市の持ち出しがいっぱいできるというのが出てくるはずなので、それとのバランス。これは維持管理するだけでこれだけのお金がかかり、新設については入ってないとすると、３ページの２０ｈａの部分は入ってないということか。
＜事務局＞
　工事費が入ってないということ。作った管の維持管理費は入っている。
＜副会長＞
　では、この下水道使用料は、対象人数は整備した所の人数で増えていっているというシミュレーションか。
＜事務局＞
　はいそうです。
＜Ｂ委員＞
　１９ページ、今、大体理解できたが、これは５年間の費用ということで、現行の収入支出というのは、これはどこかに出ているのか。
＜事務局＞
　前回の審議会の資料に出ております。
＜Ｂ委員＞
　今説明あったように、市の財政の方まで発展してしまうということですね。一般市民は改革をしていても、目に見えた事業活動は展開されてないような状況なんですね。いろんなもの老朽化で削られていて、財政が緊迫しているという。そこら辺のものが今後残っていくと本当に北名古屋市は赤字なのか、財政が緊迫しているのか、その中で、当然下水道事業にも投入出来ないので、なんとか利用者の負担で料金を値上げしますと。北名古屋市の財政状況が本当に緊迫しているのか、下水道事業の方に金が投入出来ないと、そこまで緊迫しているから利用者の負担でやってくれという話だと思うが、本当に緊迫しているのか。
＜Ｅ委員＞
　緊迫しているというより、基準外の市からの繰入金、本来は市民サービスの方に使うとか道路修繕で考えたいところ、下水道だけで考えれば投入した方が良いが、いろんな方面があるので、最低、雨水・汚水の基準内繰入は国が認めているからそれは認められているので良いが、それ以外のものは使用している人から少しづつでも負担金をもらって、本来使用しなければいけないところに使用しなければならないのではないかという話はされている。お金が無いわけではない。本来使用するべきところに使用するという話。
　たぶん当局はお金が無いからこちらを削りたいという事だろうが、本当に使わなければならないところに使用する。
＜Ｂ委員＞
　基金というものが減っていたが、最近増えてきた。だから市として緊迫しているという状況は、かなり改善していると思っている。なので、受益者負担が基本ではあるけれども、ある程度投入できるものがあれば、こちらへ投入して料金値上げをなるべく抑えた形で理解をいただいて進めていくべきだと考える。やはり足らないものは上げなければならないとは思うが、ある程度は、値上げ幅は、ある程度抑えた形でご理解いただくということで集計するのが私の考えでは望ましいと思っている。そういう意味では、市は大変大変と言うが、そうではないという、基金もだいぶ積み上がっているので、それをある程度使えばいいと思っているが。

＜会長＞
　あとは、それを使う事の意義です。やはり下水道は整備率が５０％いかない状況で一部の市民に対して税負担をする。基準内では「広域的な」というところで負担をしているので、それ以上の負担、赤字補填のところまでの負担をすることの意義っていうのが大きく認められるならそれは良いだろうけれど、やはり、ここはどう考えても赤字補填分まで他の市民の税をそこに充てることに対して、どういう風に説明できるかというと、なかなか説明は難しいのかなと。赤字補填の分はまず料金で回収する。
＜Ｂ委員＞
　資料で赤字部分をはっきり表示していただければ市民もやはり解りやすい。この部分が赤字だから、大変だから料金値上げをお願いしたい。とりあえず５０％の方に受益者負担という事で負担を願って将来的に１００％になれば考え方も違ってくるかもしないが、
見やすい形で、これもやはり公表するのだから、市民が見て解りやすい物にして、今、僕も理解できたが、この部分を赤字だから何とかお願いしたいと、こういう風で説明できるので、そこら辺ね、そうであれば市民が見てもわかるような形で書いていただくとありがたいという風に思っている。
＜会長＞
　そうですね。下水道事業は見慣れない言葉とかたくさんあるので、そこのところは正確に伝えたいという事務局の意図と、やはりでも市民はそれを見てパッと見て理解できないという、Ｂ委員もそこに反対をしているわけではなくて、そこの説明をどういう風にするかという、そこはやはり重要だと思いますので、何がどうなっているから料金改定が必要なのかっていうことを、やはり正しく情報と言葉を伝える必要があります。
専門用語も多いので、その辺は事務局でもご検討いただいて、より分かりやすいというところを目指していただきたいなと思います。

皆さま、そこで、事務局案として、改定のポイント、料金算定までのステップとして４つのステップを出していただいたが、まずは期間を５年にする。その５年というのは令和９年から１３年、その改定の検討というのを令和７年と８年で行って、意見がまとまれば、先ほど市長から諮問を受けているので、市長の方に答申をさせていただいて、まずはこの審議会としては答申をするということが、まず進めるところ。そのあと、議会とかいろいろありますので、それを考えると令和９年度というのが、早くてもというところで、令和９年から令和１３年の５年間とする。また、使用料算定経費ということで、赤字部分は、やはり料金値上げが必要だろうということ、また、経費の分け方でご説明いただいたというところで、ここは皆さん、ご理解、ご了承いただけたということでよろしいでしょうか。　
Ｂ委員からいただいた、もう少しこの辺り解りやすくというところは改善したいと思うが、内容についてはご理解いただいたということで良いか。
＜Ｃ委員＞
　今の話は、使用料改定の方針と・・・という話。
＜会長＞
　そうです、それを５年間とするというステップのところ、経費のうちの赤字部分については値上げが必要なのではないかということと、固定費をすべて基本使用料にせずに分配すると、その分配については、今スライドでは３０％と７０％、３４％と６６％と案を次回出していただくということで、まずは総論ということでご承認いただけたらというところ。もちろん解りやすくということは付け加えたいと思うが、いかがでしょうか。
＜Ａ委員＞
　今、２案を出していただいているが、これ以外に、私が一番最初に言った基本料金　　　２，０００円くらいでも大丈夫ではないかというイメージもある。出来ればそれくらいの算定もあると、もう少し余裕ができるかなと。もし、作れたら作っていただきたいが。
＜事務局＞
　承知しました。
＜Ｃ委員＞
　２案として、基本料金が１，５９０円と１，８００円という２つの案できたら、平均使用料も見せていただけると。そうすると少し解ると、助かります。
＜会長＞
　一応、案としては、今日お渡しをさせていただきますので、また見ていただいて、こういう観点とか、こういう資料が付け加えられると、もう少し考え方が広がるとか、考えやすいとかいうのはまた出していただいて、これが決定というわけではなく、こういう形で検討をということでお渡しする。少し時間は空いてしまうが、次回までに、こんな案をいただきながら、また、データとしてもう少しここら辺があると、より検討がしやすいとかそんなところをいただきたいなと思っている。

　―――資料配布―――

＜副会長＞
　今日は、ステップ１とステップ２は今日みんなで決めて、次回ステップ３の議論をやりましょうというところ。なので、ステップ１は５年で計画しましょう。ステップ２は３０％くらいの料金改定考えないといけないよねというところまでは、今日、委員で、やっぱりそうゆう方向でいこうと。ただし、説明資料はまだ工夫できるところは、事務局の方に努力していただくということで、次回はステップ３の入り口として、例えば３割固定費ならなら１，５９０円の基本使用料だし、もう少し増やせば１，８００円になる。今補足で配られたもので、今、こんな試算を今やってるところなので、次回はこれをベースに、先ほどの１３ページの円グラフも踏まえて、小口のところの負担をどうするか、大口の負担をどうするかという議論を、次回しますっていうところが会長が目指しているところ。
＜会長＞
　まずは、この平均改定率という赤字分は料金改定をしないとねと、ここが決まらないと先に進めないので、本日はそこまで皆さんにご理解いただき、ご承認いただきというところで進めさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

―――委員承認―――

＜会長＞
　ありがとうございました。
　ですので、今お渡しさせていただいた資料は、案の提示というところまでで、詳細については次回進めさせていただきたいと思いますが、この見方も、だいぶ難しかったり、ちょっと理解しにくいところもあるので、そういうところも含めて、何かありましたら事務局の方までご連絡いただけたらと思います。そして、案の段階なので、こちらは皆様のお手元でとどめていただくという事で、独り歩きしてしまうと難しくなるので、ここは皆様のお手元で持っていただいて、ただこれを見て、どれにしますかと言われても、ちょっと読み込めないなというところもありますので、そこのところは次回議論させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。

４　その他
＜事務局＞
　資料の保管について、報酬の支払いについて説明。

【閉会】

